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新しいひめボス宣言事業所認証制度の実施について（協力依頼） 

  

このことについて、本県では、「ひめボス宣言事業所認証制度」について要綱等を制

定し、実効性のある人口減少対策を図ることとしておりますので、主旨を御理解の上、

御協力いただきますようお願いいたします。なお、詳細につきましては、おって、県

ＨＰ等でお知らせします。 

記 

○県公式ＨＰ https://www.pref.ehime.jp/h20300/sin-himeboss.html 

○ＱＲコード 

 

〇申請の方法や内容の詳細等については、男女参画・子育て支援課までお問い合わせ

ください。（連絡先：089-912-2410） 

 

 

 

 

 
担当 

愛媛県 保健福祉部 

社会福祉医療局 医療対策課 

医療機関係 土居 

TEL 089-912-2384 

FAX 089-921-8004 
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ひめボス宣言事業所認証制度について 

  

県では人口減少対策、女性活躍、仕事と家庭の両立支援に本気で取り組むため、愛媛

県版イクボス「ひめボス宣言事業所」と「えひめ仕事と家庭の両立応援企業」を統合し

た、新しいひめボス宣言事業所認証制度をスタートします。 

新しい認証制度には、基本認証と上位認証の２種類があります。 

 

１ 対象 

 県内に本社又は主たる事業所を有して事業活動を行う企業や事業所等が対象となりま

す。ただし、支店や支社単位で申請をすることはできません。本社が申請を行い認証を

受けることで、その認証の効力が支社にも及ぶことになります。 

 なお、県外に本社があり、県内に支社等を有している場合も申請することが可能です。

この場合も県外の本社が申請を行うことになります。 

※次世代法や女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画を策定している一般事業主単位で申請を行う、 

と考えていただければ分かりやすいと思います。 

 

２ 基本認証：ひめボス宣言事業所 

○主な要件 

 ひめボス事業所宣言書への署名 

 次世代法及び女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画の策定、労働局への届出及

び公表、労働者への周知を行っていること。 

 育児・介護休業法の基準を満たす次の制度又は措置を就業規則又は労働協約等に整

備していること。 

  ①育児休業  ②介護休業  ③子の看護休暇  ④介護休暇 

  ⑤育児・介護のための所定外労働の制限 

  ⑥育児・介護のための時間外労働の制限  ⑦育児・介護のための深夜業の制限 

  ⑧育児・介護のための所定労働時間の短縮等の措置 

 育児休業等の制度の個別周知及び意向確認を行っていること。 

 育児休業の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備について、育児・

介護休業法に定める次の措置を１つ以上講じていること。 



①育児休業に関する研修の実施 

  ②育児休業に関する相談体制の整備（相談窓口設置） 

  ③自社の育児休業取得事例の収集と提供 

  ④育児休業の制度と取得促進に関する方針の周知 

 パワハラ、セクハラ、妊娠、出産等に関するハラスメントの禁止、行為者に対する対

処内容について就業規則や服務規律等に規定していること。 

 

○奨励金 

 基本認証を取得した事業所等（常時雇用する労働者が20人以上、300人以下である事

業所等のみ）のうち、下記の女性活躍推進メニュー（１～４）及び仕事と家庭の両立支援

の推進メニュー（５～７）からそれぞれ１つずつ実績を上げる等、要件をクリアするこ

とで、奨励金（20万円）の交付を受けることができます。 

※やむを得ない理由により片方のメニューのみの実績しか上げられなかった場合は、10万円の奨励金 

の交付を受けることが可能です。 

※常時雇用する労働者が20人未満の事業所等であっても、令和５年３月31日までに旧制度のひめボ

ス宣言事業所の登録又はえひめ仕事と家庭の両立応援企業の認証を受けている場合には奨励金の対

象事業所となります。 

 

 女性活躍推進メニュー 

（１）出産育児等で離職した女性の再雇用 

 ・再雇用制度を整備し、社内規程等に規定していること。 

 ・R5.4.1以降に出産育児等で離職した女性を再雇用し、６か月以上継続勤務している

こと。 

（２）更衣室や休憩室、トイレなどの女性専用の施設整備 

 ・R5.4.1以降に女性用トイレ等の施設を整備していること。 

 ・施設整備を実施した事業年度とその直前の事業年度を比較して、女性の採用人数が

増加していること。 

 ※R6.3.31までの申請に限り、女性の内定人数が増加していれば要件を満たしているものとして取

り扱います。 

（３）女性採用説明会の開催 

 ・R5.4.1以降に女性採用説明会を実施していること。 

 ※女性採用説明会の募集対象としている雇用管理区分において、女性労働者の割合が４割を下回っ



ている場合等に限ります。 

 ・女性採用説明会を実施した事業年度とその直前の事業年度を比較して、女性の採用

人数が増加していること。 

 ※R6.3.31までの申請に限り、女性の内定人数が増加していれば要件を満たしているものとして取

り扱います。 

（４）リカレント教育制度の創設 

 ・次のいずれか１つ以上を入れたリカレント教育制度の規定を社内規程等に整備し、

R5.4.1以降を始期とするリカレント教育制度の活用実績が１名以上あること。 

  ①学費や研修の費用補助 

  ②研修や自己啓発等に利用できる時短勤務制度等、学習のための柔軟な勤務形態の

導入 

  ③学習のための休暇制度 

  ④学習で退職する場合の復職支援 

 

 仕事と家庭の両立支援の推進メニュー 

（５）男性の育児休業等の取得日数の増加 

 ・R5.4.1以降を始期とする育児休業等を通算28日以上取得し、職場復帰した者がいる

こと。 

（６）男性の育児休業取得率100％ 

 ・直近の事業年度に配偶者が出産した男性労働者のうち、育児休業を取得した者の割

合が100％であること。(育児休業を取得した者が２人以上である必要がある。) 

（７）育児・介護休業法の水準を上回る仕事と育児の両立支援に係る勤務制度又は休暇

制度の整備 

 ・次の①～④の全てと、⑤～⑨のうち１つ以上を、小学校３年生までの子のために利

用できる制度として就業規則等に規定していること。 

  ①所定外労働の制限（残業の免除）  ②時間外労働の制限（残業時間の制限） 

  ③所定労働時間の短縮措置  ④子の看護休暇  ⑤深夜業の制限 

  ⑥フレックスタイム制  ⑦始業・就業時間の繰上げ・繰下げ（時差出勤制度） 

  ⑧育児休業制度に準ずる措置  ⑨育児目的休暇 

 ・R5.4.1以降を始期とする上記①～⑨のいずれかの利用実績があること。（ただし、①

～⑧については育児・介護休業法において措置を講じることが義務付けられた年齢を



超える子のための利用実績に限る。） 

 

３ 上位認証：ひめボス宣言事業所スーパープレミアム 

○主な要件 

次の①～④のうち２つ以上（常時雇用する労働者が301人以上いる場合は３つ以上）、

⑤及び⑥を満たしていること。（県が別途定める審査会において審査の上認証します。） 

 ①女性労働者の割合が国の定める平均値※以上 

 ②女性労働者の平均勤続年数が国の定める平均値※以上、又は「女性労働者の平均勤

続年数」÷「男性労働者の平均勤続年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ７割以上 

 ③女性の非正規から正規職員への転換実績、又は過去に在籍した女性の正規職員再雇

用実績 

 ④女性管理職の割合が国の定める平均値※以上 

 ⑤出産した女性労働者の就業継続率80％以上 

⑥男性労働者の育児休業等取得率100％（育児目的休暇も対象。取得日数は通

算２週間以上（ただし当面、経過措置として５日以上）。） 

※国の定める平均値：女性活躍推進法に関する厚生労働省通知で定める産業ごとの平均値 

 

○奨励金 

 常時雇用する労働者が20人以上、300人以下の事業所等は、上位認証を取得した

場合、奨励金100万円が交付されます。 

※常時雇用する労働者が20人未満の事業所等であっても、令和５年３月31日までに旧制度のひめボ

ス宣言事業所の登録又はえひめ仕事と家庭の両立応援企業の認証を受けている場合には奨励金の対

象事業所となります。 

 

４ 申請方法 

認証や奨励金の申請は専用のウェブサイト上でのオンライン申請により行ってくださ

い。 

申請受付開始は８月１日を予定しています。 

 

５ 留意事項 



 その他、詳しい要件等については、ひめボス宣言事業所認証制度要綱等やQ＆Aにてご

確認ください。 



Ｑ1
令和４年度まで「ひめボス宣言事業所」として登録されていましたが、新しい「ひめボス

宣言事業所」となるには何か手続きが必要ですか？

Ａ1

　令和４年度末までに「ひめボス宣言事業所」として登録されている事業所については、

自動的に新しい「ひめボス宣言事業所」となります。（以下、「みなし認証」という。）

　ただし、みなし認証については、令和８年３月31日までが認証の有効期限であり、そ

の期限が過ぎると「ひめボス宣言事業所」を名乗ることができなくなります。

　そのため、期限前にひめボス宣言事業所認証制度要綱（以下、「要綱」という。）第４

条に基づく認証（以下、「基本認証」という。）を取得していただきますようお願いしま

す。

Ｑ2
令和４年度まで「えひめ仕事と家庭の両立応援企業」として認証されていましたが、新し

い「ひめボス宣言事業所」となるには何か手続きが必要ですか？

Ａ2

　令和４年度末までに「えひめ仕事と家庭の両立応援企業」として認証されている事業所

については、自動的に新しい「ひめボス宣言事業所」となります。（以下、「みなし認

証」という。）

　ただし、みなし認証については、えひめ仕事と家庭の両立応援企業の認証書に記載され

ている有効期限（令和８年３月31日を超える場合には同日）までが認証の有効期限であ

り、その期限を過ぎると「ひめボス宣言事業所」を名乗ることができなくなります。

　そのため、期限前に基本認証を取得していただきますようお願いします。

ひめボス宣言事業所Q&A

基本認証について
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ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ3
県内に本社のほか、支店、営業所など複数の事業所がありますが、それぞれの支店や営業

所からも申請が必要ですか？

Ａ3

　県内に本社又は事業所を有して事業活動を行う者が対象となり、申請は一般事業主（一

般事業主行動計画を提出している者）単位で行います。支店・支社単位での認証は行いま

せん。本社が認証を受けることにより、それが支店・支社にも及ぶことになります。

Ｑ4 愛媛県内に支社があり、県外に本社がある場合、申請することは可能ですか？

Ａ4
　申請することが可能です。申請については県外の本社から行っていただき、県外にある

本社が認証を受けることにより、それが県内の支社にも及ぶことになります。

Ｑ5
「みなし認証」を受けている場合には、ひめボス宣言事業所認証書の交付をうけることは

できませんか。

Ａ5

　「みなし認証」のみを受けている場合には、認証書の交付を行うことはできません。ま

た、新しいロゴマークを使用することもできません。なお、旧制度のロゴは最大令和８年

３月３1日までは使用できます。

　認証書の交付を受けたい場合や新しいロゴマークを使用したい場合には、要綱第４条の

基準を満たしたうえで申請を行い、ひめボス宣言事業所として認証される必要がありま

す。

2



ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ6 一般事業主行動計画の期間がもう少しで切れますが、申請可能ですか。

Ａ6

　申請時点で、期間内であれば申請可能です。ただし、認証後に行動計画の期間が切れた

場合は、引き続き新たな行動計画の策定、労働局への提出を行っていただくとともに、基

本認証の更新の際や、奨励金申請をする際には新たな行動計画を提出していただく必要が

あります。

Ｑ7
当社は、プラチナくるみんを取得しているため、次世代育成支援対策推進法に基づく一般

事業主行動計画の策定が免除されています。この場合、何を提出すればよいでしょうか？

Ａ7

　一般事業主行動計画の策定が免除されている場合には、その代わりに「次世代育成支援

対策の実施状況」について公表している必要がありますので、公表していることが分かる

書類（該当するホームページのコピー等）の提出をお願いします。なお、インターネット

上で公表している場合は、公表先のURLを申請書様式の「公表場所」に記載することで、

添付書類に代えることができます。

　プラチナえるぼしを取得しているため、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の

策定が免除されている場合についても、「女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施の状況」について公表している必要がありますので、公表していることが分かる

書類（該当するホームページのコピー等）の提出をお願いします。なお、こちらについて

もインターネット上で公表している場合は、公表先のURLを申請書様式の「公表場所」に

記載することで、添付書類に代えることができます。

Ｑ8 「常時雇用する労働者」とは、どのような者を指しますか？

Ａ8

　「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず、次に該当する者をいいます。

　①期間の定めなく雇用されている者

　②一定の期間を定めて雇用されている者であって、下記のいずれかに該当する者

　　・過去１年以上の期間について引き続き雇用されている者

　　・雇入れの時から１年以上引き続き雇用されると見込まれる者

※派遣社員は含まれません。
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ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ9
一定の範囲の労働者を育児休業制度等の対象から除外していますが、認証要件を満たしま

すか？

Ａ9

　育児・介護休業法に基づき一定の範囲の労働者を育児休業制度等の対象から除外してい

る場合は、必要な労使協定が締結されていることが確認できれば認証要件を満たすものと

して取り扱いますので、労使協定の写しを提出してください。
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Ｑ1
「みなし認証」を受けている状態で、ひめボス宣言事業所スーパープレミアムの認証申請

をすることはできますか？

Ａ1

　「みなし認証」のみを受けている事業所については、そのままではひめボス宣言事業所

スーパープレミアムの認証申請をすることはできません。

　基本認証を受けたうえで、申請していただく必要があります。

Ｑ2

上位認証の基準に、「雇用管理区分ごとに算出した男性労働者の直近の事業年度における

平均継続勤務年数に対する、雇用管理区分ごとに算出した女性労働者の直近の事業年度に

おける平均継続勤務年数の割合がそれぞれ７割以上であること」とありますが、「雇用管

理区分」とは何ですか？

Ａ2

　「雇用管理区分」とは、職種、資格、雇用形態等の労働者の区分であって、当該区分に

属している労働者について他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを

予定して設定しているものをいいます。雇用管理区分が同一かの判断にあたっては、従事

する職務の内容や人事異動（転勤、昇進・昇格を含む。）の幅や頻度において他の区分に

属する労働者との間に、客観的・合理的な違いが存在しているかによって判断してくださ

い。

例：総合職、エリア総合職、一般職　／　正社員、契約社員、パートタイム労働者など

Ｑ3 「正社員」とはどのようなものを指しますか。

Ａ3

　「正社員」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第

２条の「通常の労働者」をいいます。

　「通常の労働者」とは、いわゆる正規型の労働者をいい、社会通念に従い、当該労働者

の雇用形態、賃金形態等（例えば、労働契約の期間の定めがなく、長期雇用を前提とした

待遇を受けるものであるか、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、定期的な昇給又は昇格

の有無）を総合的に勘案して判断します。

ひめボス宣言事業所Q&A

上位認証について
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ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ4 「管理職」とはどのようなものを指しますか？

Ａ4

　ここでいう「管理職」とは「課長級」と「課長級より上位の役職（役員を除く）」にあ

る労働者の合計となります。

　○課長級（次のいずれかに該当する者）

　・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、２係以上の組織からなり、

　若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)の長

　・同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容

　及び責任の程度が「課長級」に相当する者（ただし、一番下の職階ではないこ

　と）

Ｑ5 国の定める平均値とは何ですか？

Ａ5

　厚生労働省が発出している「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

認定制度に係る基準における「平均値」について」の通知に記載されている数値になりま

す。

　令和５年度の申請にあたっては、令和５年５月31日付けの通知に記載されている平均

値が基準となります。

Ｑ6 上位認証を取得しましたが、基本認証の更新日が来たら手続きを行う必要がありますか？

Ａ6

　

 　上位認証を取得した場合は、基本認証の有効期限は適用されなくなるため、基本認証

の更新の手続きを行っていただく必要はありません。

　ただし、上位認証については、有効期間の定めはありませんが、年１回以上定期に、認

証要件に係る数値の実績報告が必要となります（要綱第13条）。
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ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ7
県外に本社があり、県内に支社を有しているのですが、この場合実績の数値は県内の支社

のみの数値で申請すればよいでしょうか？

Ａ7

　県外に本社があり、県内に支社がある場合には実績の数値は本社・支社を含めた事業所

全体（一般事業主行動計画を策定している一般事業主単位）の数値で申請する必要があり

ます。

Ｑ8

上位認証の基準のうち、男性の育児休業取得率100％について、通算して14日（当面の間

は通算して5日）以上（勤務を要しない日を含む。）とありますが、育児休業期間中に会

社の所定休日が含まれる場合、日数にカウントしてもよいでしょうか？

Ａ8

　育児休業取得期間には期間中に含まれる所定休日も含めますが、育児休業の取得期間中

に所定労働日が４日以上含まれていることが必要です。

　例えば、土、日、祝日が所定休日の事業所の場合の取扱いは次のとおりです。

　例１の場合：育児休業期間（５日間）に含まれる所定労働日は２日

　　　　　　　→奨励金支給要件を満たさない。

　例２の場合：育児休業期間（５日間）に含まれる所定労働日は４日

　　　　　　　→奨励金支給要件を満たす。

　例３の場合：育児休業期間（７日間）に含まれる所定労働日は４日

　　　　　　　→奨励金支給要件を満たす。
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ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ9
上位認証の基準のうち、男性の育児休業取得率100％について、育児休業は取得していな

いが、育児目的休暇を通算５日以上取得している場合の取扱いはどのようになりますか？

Ａ9

　５日以上の育児目的休暇が就業規則等に規定されている事業所で当該育児目的休暇を通

算５日以上取得している場合は、育児休業を取得していなくても育児休業を取得した者と

して取り扱います。なお、年次有給休暇は取得日数のカウントには含まれませんので御注

意ください。

　また、育児目的休暇と育児休業の両方を取得している場合は、両方の取得日数が通算し

て５日以上であれば育児休業を取得した者として取り扱います。

Ｑ10
上位認証の基準のうち、男性の育児休業取得率100％について、育児休業と産後パパ育休

の両方を取得している場合、取得日数を通算してカウントしてもよいでしょうか？

Ａ10
　育児休業と産後パパ育休の両方を取得している場合は、両方の取得日数を通算してカウ

ントします。

Ｑ11

上位認証の基準のうち、男性の育児休業取得率100％について、配偶者が出産したのは直

近の事業年度中であるが、育児休業の取得時期が次の事業年度である場合も育児休業を取

得したものとして取り扱うのか？

Ａ11

　育児休業を取得した時期については、直近の事業年度内である必要はありません。

　例えば、事業年度が10月始まり９月終わりの事業所において、９月20日に配偶者が出

産した男性労働者が、10月1日以降に通算5日以上の育児休業を取得した場合も育児休業

を取得した者として取り扱います。

n-1期 n期
10月 9月 10月 9月

育児休業

認証申請子の出生日
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ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ12
上位認証について、要綱11条に、別途定める審査会において審査の上適当と認める者を

認証するとありますが、どのような観点で審査されるのですか？

Ａ12

　特に上位認証については、要件の達成のほか、「要件達成等にかかるプロセスが他企

業・事業所にとってモデルとなるか」、「スーパープレミアム認証取得後も取組みを継続

し、他企業・事業所を牽引するなど県内に広く影響を及ぼしていくことができるか」など

の観点から、審査会において総合的に審査させていただきます。
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Ｑ1

奨励金の申請を考えています。女性活躍推進メニューについては要件を達成しているので

すが、仕事と家庭の両立支援メニューについては、育児休業等の対象となる男性労働者が

おらず、達成することができません。この場合、奨励金の申請を行うことはできません

か？

Ａ1

　事業所内に育児休業等の対象となる男性労働者がいないなどやむを得ない事情により、

要領別表１及び別表２の両方に掲げる取組みの実施が困難である場合には、どちらか一方

の達成をもって、申請を行うことが可能です。

　ただし、その場合の奨励金交付額は１事業所当たり10万円となります。

Ｑ2

当初、育児休業の対象となる男性労働者がいなかったため、女性活躍推進メニューのみ要

件を達成し、それをもって奨励金申請を行い、10万円の交付を受けました。翌年度、育

児休業対象の男性労働者がいたため、仕事と家庭の両立支援メニューの要件を達成するこ

とができました。この場合、奨励金の申請を行うことはできますか。

Ａ2

　申請可能です。

　この場合の交付額は１事業所当たり10万円となります。

　ただし、最初に申請した時と同じメニューの申請はできませんのでご注意ください。

　（例：最初、女性活躍推進メニューの要件のみを達成し、奨励金を受け取った時

　は、その後、仕事と家庭の両立支援メニューの要件を達成した場合に、奨励金の

　申請が可能。）

Ｑ3 「みなし認証」を受けている状態で、基本認証の奨励金の申請をすることはできますか？

Ａ3

　「みなし認証」のみを受けている事業所については、そのままでは基本認証の奨励金の

申請をすることはできません。

　基本認証を受けたうえで、申請していただく必要があります。

ひめボス宣言事業所Q&A

奨励金（共通）について
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Ｑ1
出産育児等で離職した女性については、再雇用するのは別会社を出産

等で離職した人でも構わないのでしょうか？

Ａ1
　離職した会社と再雇用した会社が同一である必要があります。

　ただし、離職した会社と同じグループ会社内での再雇用の場合も含まれます。

Ｑ2 出産育児等で離職した女性について、離職日から再雇用までの年数に制限はありますか。

Ａ2 　対象労働者が離職日から10年以内に再雇用されている必要があります。

Ｑ3
再雇用する時期は、令和５年４月１日以前でも認められるのでしょうか。また、再雇用す

る女性は非正規として採用した場合もカウントの対象となるでしょうか？

Ａ3

　令和５年４月１日以降に再雇用し、６か月以上継続して就業している必要があります。

　また、正社員（短時間勤務正社員含む）として採用し６か月以上継続勤務している必要

がありますので、非正規で採用した場合には対象となりません。

　ただし、当初非正規で採用した場合でも、令和５年４月１日以降に正社員に転換した

後、６か月以上継続勤務している場合は対象となります。

ひめボス宣言事業所Q&A

奨励金（基本認証_女性活躍推進メニュー）について
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ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ4 施設整備については、例えばどのようなものが対象となるでしょうか？

Ａ4 　女性用のトイレ、更衣室、休憩室などの女性専用の施設が対象となります。

Ｑ5 施設整備については、契約、着工、完成、どの段階を指すのでしょうか？

Ａ5 着工日が、令和５年４月１日以降である場合が申請の対象となります。

Ｑ6
「直近の事業年度における正社員の女性労働者の平均継続勤続年数」の算出方法について

教えてください。

Ａ6

　直近の事業年度末時点に在籍している正社員の女性労働者の平均勤続年数を算出してく

ださい。（それまでの継続勤務年数が明確でない場合は、改正労働契約法の施行日である

平成25年４月１日から直近の事業年度まで勤務継続していることとして差し支えありま

せん。）ただし、当初非正規で雇用されていた労働者で、正社員に転換した者がいる場合

については、非正規で雇用されていた期間についても原則含みます。

12



ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ7
「直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合」の算出方法について教えて

ください。

Ａ7

　直近の事業年度末時点における管理職に占める女性労働者の割合を算出してください。

なお、ここでいう「管理職」とは「課長級」と「課長級より上位の役職（役員を除く）」

にある労働者の合計となります。

　○課長級（次のいずれかに該当する者）

　・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、２係以上の組織からなり、

　若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)の長

　・同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容

　及び責任の程度が「課長級」に相当する者（ただし、一番下の職階ではないこ

　と）

Ｑ8
リカレント教育制度の創設について、学費や研修の費用の補助の制度を創設することを考

えているのですが、全額補助でなければ対象となりませんか。

Ａ8 　学費や研修の費用を一部補助する制度でも対象となります。

Ｑ9
女性採用説明会について、一の雇用管理区分において、女性労働者の割合が４割を下回っ

ている場合などに限るとなっていますが、なぜですか。

Ａ9

　女性労働者の割合が４割を下回っていない雇用管理区分において、募集又は採用に当

たって、情報の提供について女性に有利な取扱いを行った場合、男女雇用機会均等法に違

反するためです。
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Ｑ1 育児休業期間中に勤務をした場合の取扱いを教えてください。

Ａ1

　育児休業中に就労することは想定されていませんが、労使の話し合いにより、子の養育

をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することが認めら

れています。また、産後パパ育休については、労使協定を締結している場合に限り、労働

者が合意した範囲で休業中に就労することが可能とされています。

　休業期間中に就労した日については、奨励金の交付条件である育児休業の日数からは除

いてカウントします。

Ｑ2

「３　育児・介護休業法の水準を上回る仕事と育児の両立支援に係る勤務制度又は休暇制

度の整備」について、（１）～（８）については育児・介護休業法において措置を講じる

ことが義務付けられた年齢を超える子の育児のための利用実績に限るとされていますが、

具体的な年齢を教えてください。

Ａ2

　具体的な年齢は以下のとおりです。

　（１）所定外労働の制限（残業の免除）　　　　　　　　　　３歳以上

　（２）時間外労働の制限（残業時間の制限）　　　　　　　　小学校就学以降

　（３）所定労働時間の短縮措置　　　　　　　　　　　　　　３歳以上

　（４）子の看護休暇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校就学以降

　（５）深夜業の制限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校就学以降

　（６）フレックスタイム制　　　　　　　　　　　　　　　　３歳以上

　（７）始業・就業時間の繰上げ・繰下げ（時差出勤制度）　　３歳以上

　（８）育児休業制度に準ずる措置　　　　　　　　　　　　　３歳以上

Ｑ3
派遣社員が育児休業を取得した場合、奨励金の申請は派遣元か派遣先企

業のどちらからすればよいですか？

Ａ3

　派遣社員と雇用契約を結んでいるのは派遣元企業であり、本奨励金における「事業主」

は派遣元企業のことを指します。したがって、派遣社員が育児休業を取得した場合には、

派遣元企業から申請を行ってください。

ひめボス宣言事業所Q&A

奨励金（基本認証_仕事と家庭の両立支援メニュー）について
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ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ4 育児休業取得者が会社の役員である場合は交付対象になりますか？

Ａ4

　会社の役員（会社法に規定する取締役、監査役、執行役等）は労働基準法第９条に規定

する「労働者」には当たらないため、交付対象となりません。

 

　＜参考＞労働基準法

　第９条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用

　　される者で、賃金を支払われる者をいう。

Ｑ5

別表２の１の「令和5年4月1日以降を始期とする育児休業等」について、育児休業を分割

取得しており、令和５年３月31日以前に１回目の育児休業を開始し、令和５年４月１日

以降に２回目の育児休業を開始している場合は奨励金の交付対象になりますか？

Ａ5
　令和５年４月１日以降に開始した２回目の育児休業等の取得日数が通算２８日以上であ

れば交付対象になります。

Ｑ6

別表２の１の「令和5年4月1日以降を始期とする育児休業等」について、育児目的休暇と

して出産に係る妻の入院日から取得できる配偶者出産時休暇があります。当該休暇も育児

休業等の取得日数の対象になりますか？

Ａ6

　育児目的休暇については、就業規則等に規定されている上で、休暇の対象となる子が出

産予定日前に生まれた場合は出産日から、出産予定日後に生まれた場合は出産予定日から

育児休業等の取得日数の対象として取り扱います。
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ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ7
別表２の１の「令和5年4月1日以降を始期とする育児休業等」について、育児休業を分割

取得している場合、どの時点で職場復帰していることが必要でしょうか？

Ａ7
　分割取得した通算の取得日数が28日以上となった日以降に職場復帰していることが必

要です。

Ｑ8
別表２の１の「令和5年4月1日以降を始期とする育児休業等」について、職場復帰した

後、奨励金の申請までの間に退職している場合も対象になりますか？

Ａ8
　育児休業を取得後、職場復帰していれば、申請までの間に退職していても対象となりま

す。

Ｑ9
別表２の２の取組「男性の育児休業取得率100％」について、この育児休業には育児目的

休暇等は含まれますか？

Ａ9

　育児目的休暇は含まれません。

　育児・介護休業法第２乗第１項に規定する育児休業（産後パパ育休を含む。）である必

要があります。
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ひめボス宣言事業所Q&A

Ｑ10
別表２の２の取組「男性の育児休業取得率100％」について、取得日数に関する要件はあ

りますか？

Ａ10
　別表２の２の「男性の育児休業取得率100％」については、取得日数に関する要件はあ

りません。例えば１日だけの取得であっても育児休業を取得した者として取り扱います。

Ｑ11
別表２の２の取組「男性の育児休業取得率100％」について、対象の事業年度内に育児休

業を取得又は配偶者が出産した男性労働者が退職した場合の取扱いはどうなりますか？

Ａ11
　対象の事業年度内に退職した労働者については、取得率算定の分母及び分子から除外し

ます。
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Ｑ1 上位認証用の奨励金申請書はありますか。

Ａ1

　上位認証の奨励金申請については、上位認証申請の時と同時に申請していただきます。

奨励金を希望される場合は、上位認証申請時に提出する申請書中の「ひめボス宣言事業所

スーパープレミアムの認証を受けた場合、奨励金の交付を申請します。」の項目にチェッ

クをつけてください。

ひめボス宣言事業所Q&A

奨励金（上位認証）について
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  雇均発 0531 第１号 

令和５年５月 31 日 

                   

 

 

都道府県労働局長 殿 

 

 

厚生労働省雇用環境・均等局長  

（公 印 省 略） 

 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定制度に係る 

基準における「平均値」について 

 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）第９条に

規定する一般事業主の認定及び第12条に規定する認定一般事業主の認定については、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関

する省令（平成27年厚生労働省令第162号。以下「省令」という。）第８条及び第９条

の３にその認定の基準等を規定しているが、これらの規定において定める「平均値」に

ついて、下記のとおり定め、令和５年７月１日から適用することとしたので、遺漏なき

を期されたい。 

なお、令和４年５月26日付雇均発0526第２号「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律に基づく認定制度に係る基準における「平均値」について」は、令和５年

６月30日をもって廃止する。 

 

 

記 

 

１ 省令第８条第１項第１号イ(1)(ⅱ)(イ)に定める「産業ごとの通常の労働者に占める

女性労働者の割合の平均値」については、「雇用均等基本調査」（厚生労働省）の産業

別の雇用管理区分ごとの女性労働者の割合の直近３年の平均値に基づき、別表１のと

おり定めることとする。 

 

２ 省令第８条第１項第１号イ(1)(ⅱ)(ロ)に定める「産業ごとの通常の労働者の基幹的

な雇用管理区分における通常の労働者に占める女性労働者の割合の平均値」について

は、「雇用均等基本調査」（厚生労働省）の産業別の雇用管理区分ごとの女性労働者割

合の直近３年の平均値に基づき、別表２のとおり定めることとする。 

 



 

３ 省令第８条第１項第１号イ(2)(ⅱ)に定める「産業ごとの女性の通常の労働者の平均

継続勤務年数の平均値」については、「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）の産業

別の女性労働者の勤続年数の直近３年の平均値に基づき別表３のとおり定めること

とする。 

 

４ 省令第８条第１項第１号イ(4)に定める「産業ごとの管理職に占める女性労働者の割

合の平均値」については、「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）の産業別の課長級

以上に占める女性労働者の割合の直近３年の平均値に基づき別表４のとおり定めるこ

ととする。 

 

５ 産業分類は、１、２については日本標準産業分類に掲げる大分類により定めたもの

であること。また、３、４については日本標準産業分類に掲げる大分類（製造業にあ

っては、別表の別紙の中分類）により定めたものであること。このうち、農業、林業

及び漁業については、対象となる統計の数値がないことから、「産業計」の平均値を

用いることとする。 



 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号 

イ(1)(ⅱ)(イ)に定める「産業ごとの通常の労働者に占める女性労働者の割合の平均値」  
     
＊適用期間：令和５年７月１日～令和６年６月30日              （別表１） 

※ 上記にあてはまらない産業については「産業計」の数値を用いること。 

※ 本表の数値は「雇用均等基本調査」（厚生労働省）の調査票情報を雇用機会均等課において独

自集計したものである。 

産業分類 産業平均値 

産業計 ２６．８％ 

鉱業,採石業,砂利採取業 １４．２％ 

建設業 １４．１％ 

製造業 ２２．４％ 

電気・ガス・熱供給・水道業 １２．０％ 

情報通信業 ２４．９％ 

運輸業,郵便業 １２．２％ 

卸売業,小売業 ３２．３％ 

金融業,保険業 ４８．８％ 

不動産業,物品賃貸業 ３３．０％ 

学術研究,専門・技術サービス業 ２４．２％ 

宿泊業,飲食サービス業 ３９．３％ 

生活関連サービス業,娯楽業 ４３．８％ 

教育,学習支援業 ３８．０％ 

医療,福祉 ６６．４％ 

複合サービス事業 ２２．７％ 

サービス業（他に分類されないもの） ２５．９％ 



 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号 

イ(1)(ⅱ)(ロ)に定める「産業ごとの通常の労働者の基幹的な雇用管理区分における通常の労働者に占める女性労働

者の割合の平均値」  
     
＊適用期間：令和５年７月１日～令和６年６月30日              （別表２） 

※ 上記にあてはまらない産業については「産業計」の数値を用いること。 

※ 本表の数値は「雇用均等基本調査」（厚生労働省）の調査票情報を雇用機会均等課において独自 
集計したものである。 

産業分類 産業平均値 

産業計 ２０．３％ 

鉱業,採石業,砂利採取業 １０．６％ 

建設業 ９．８％ 

製造業 １６．９％ 

電気・ガス・熱供給・水道業 １０．８％ 

情報通信業 ２２．９％ 

運輸業,郵便業 １２．０％ 

卸売業,小売業 ２２．３％ 

金融業,保険業 ２６．２％ 

不動産業,物品賃貸業 ２３．２％ 

学術研究,専門・技術サービス業 １８．５％ 

宿泊業,飲食サービス業 ２５．０％ 

生活関連サービス業,娯楽業 ３５．４％ 

教育,学習支援業 ３４．５％ 

医療,福祉 ５９．０％ 

複合サービス事業 ３１．３％ 

サービス業（他に分類されないもの） ２４．０％ 



女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条

第1項第1号イ(2)(ⅱ)に定める「産業ごとの女性の通常の労働者の平均継続勤続年数の平均値」  
     

＊適用期間：令和５年７月１日～令和６年６月30日          （別表３） 

※ 上記にあてはまらない産業については「産業計」の数値を用いること。 

※ 本表の数値は「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）の調査票情報を雇用機会均等

課において独自集計したものである。 

産業分類 産業平均値 

産業計 ９．６年 

鉱業,採石業,砂利採取業 １２．２年 

建設業 １０．６年 

製造業 別紙１による 

電気・ガス・熱供給・水道業 １５．５年 

情報通信業 ９．２年 

運輸業,郵便業 ９．３年 

卸売業,小売業 １０．２年 

金融業,保険業 １１．９年 

不動産業,物品賃貸業 ８．３年 

学術研究,専門・技術サービス業 ９．５年 

宿泊業,飲食サービス業 ８．５年 

生活関連サービス業,娯楽業 ８．７年 

教育,学習支援業 ９．６年 

医療,福祉 ８．８年 

複合サービス事業 １２．９年 

サービス業（他に分類されないもの） ７．０年 



 
（別紙１） 

※ 本表の数値は「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）の調査票情報を雇用機会均 
等課において独自集計したものである。 

産業分類 平均値 

食料品製造業 

飲料・たばこ・飼料製造業 １０．５年 

繊維工業 １３．９年 

木材・木製品製造業（家具を除く） 

家具・装備品製造業 １１．２年 

パルプ・紙・紙加工品製造業 

印刷・同関連業 １１．０年 

化学工業 １３．１年 

石油製品・石炭製品製造業 １６．８年 

プラスチック製品製造業 

ゴム製品製造業 １１．９年 

鉄鋼業 

非鉄金属製造業 
金属製品製造業 

１２．９年 

はん用機械器具製造業 

生産用機械器具製造業 
業務用機械器具製造業 

１３．１年 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 

電気機械器具製造業 
情報通信機械器具製造業 

１５．８年 

輸送用機械器具製造業 １２．３年 

その他の製造業 １１．８年 



女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条

第1項第1号イ(4)に定める「産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値」  
     

＊適用期間：令和５年７月１日～令和６年６月30日          （別表４） 

※ 上記にあてはまらない産業については「産業計」の数値を用いること。 

※ 本表の数値は「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）の調査票情報を雇用機会均等

課において独自集計したものである。 
 

産業分類 産業平均値 

産業計 １１．２％ 

鉱業,採石業,砂利採取業 １．１％ 

建設業 ３．５％ 

製造業 別紙２による 

電気・ガス・熱供給・水道業 ４．２％ 

情報通信業 ９．５％ 

運輸業,郵便業 ５．２％ 

卸売業,小売業 ６．８％ 

金融業,保険業 １３．９％ 

不動産業,物品賃貸業 ８．８％ 

学術研究,専門・技術サービス業 ８．９％ 

宿泊業,飲食サービス業 １４．８％ 

生活関連サービス業,娯楽業 １２．６％ 

教育,学習支援業 ２３．３％ 

医療,福祉 ４２．９％ 

複合サービス事業 １０．０％ 

サービス業（他に分類されないもの） １３．５％ 



（別紙２） 

※ 本表の数値は「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）の調査票情報を雇用機会均 
等課において独自集計したものである。 

産業分類 平均値 

食料品製造業 

飲料・たばこ・飼料製造業 ７．４％ 

繊維工業 ７．１％ 

木材・木製品製造業（家具を除く） 

家具・装備品製造業 ４．１％ 

パルプ・紙・紙加工品製造業 

印刷・同関連業 ７．７％ 

化学工業 １０．４％ 

石油製品・石炭製品製造業 ０．０％ 

プラスチック製品製造業 

ゴム製品製造業 ３．６％ 

鉄鋼業 

非鉄金属製造業 
金属製品製造業 

２．９％ 

はん用機械器具製造業 

生産用機械器具製造業 
業務用機械器具製造業 

３．６％ 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 

電気機械器具製造業 
情報通信機械器具製造業 

３．４％ 

輸送用機械器具製造業 ２．６％ 

その他の製造業 ５．５％ 


